
各市町村（P31～49）、県民福祉局（P29）

各市町村（P31～49）、県民福祉局（P29）

○対象者：精神又は身体に中程度以上の障がいのある20歳未満の子どもを養育している保護者の方等

各市町村（P31～49）
各児童相談所（P28）、各市町村（P31～49）

配偶者暴力相談支援センター、警察（P30）

児童相談所（P28）、各市町村（P31～49）

お問い合わせ

　家庭での養育が困難になった子どもを施設や個人で預かり、育てる制度です。保護者が病気や事
故、離婚などの家庭の事情により、子どもと一緒に生活することが困難な状況になった場合は、お近
くの児童相談所（P28）にご相談ください。
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